
条

例 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
維
持
管
理
」
の
下
に
「
（
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り 

設
置
又
は
管
理
の
許
可
を
受
け
た
公
園
施
設
の
維
持
管
理
を
除
く
。
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号 

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
の
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                      

 

 園
路
及
び
広
場
（
第
九
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
） 

公 

園 

施 

設 

の 

種 

類 

熊
谷
ス
ポ
ー
ツ
文
化
公
園
陸

上
競
技
場
（
補
助
競
技
場
及

び
投
て
き
場
を
除
く
。
） 

熊
谷
ス
ポ
ー
ツ
文
化
公
園
ラ

グ
ビ
ー
場
Ａ
グ
ラ
ウ
ン
ド 

埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
２
０
０
２ 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

   
一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

 

二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

二
七
〇
、
〇
〇
〇
円
以
下 

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

以
下 

 
金 

 
 

 
 

額 

 

管
理
施
設
（
第
九
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
集

会
所 

便
益
施
設
（
駐
車
場
に
限
る
。
） 

教
養 

施
設 

 

茶
室 

音
楽
堂
及
び
野
外
ス
テ
ー
ジ 

そ
の
他
の
運
動
施
設 

漕
（
そ
う
）
艇
場
（
第
九
条

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
場

合
に
限
る
。
） 

水
泳
競
技
場 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

 

屋
内
運
動
場
及
び
体
育
館 

サ
ッ
カ
ー
場
（
埼
玉
ス
タ
ジ

ア
ム
２
０
０
２
を
除
く
。
）
、

ラ
グ
ビ
ー
場
（
熊
谷
ス
ポ
ー

ツ
文
化
公
園
ラ
グ
ビ
ー
場
Ａ

グ
ラ
ウ
ン
ド
を
除
く
。
）
、

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
（
熊

谷
ス
ポ
ー
ツ
文
化
公
園
陸
上

競
技
場
を
除
く
。
）
、
ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
場
及
び
双
輪
場

（
こ
れ
ら
の
運
動
施
設
の
う

ち
、
観
覧
席
を
附
置
す
る
も

の
に
限
る
。
） 

一

平

方

メ

ー

ト

ル 一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

 

一
箇
所 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

 

一
時
間 

三
六
円
以
下 

四
八
八
円
以
下 

四
、
四
〇
〇
円
以
下 

一
五
、
五
七
二
円
以
下 

二
五
、
〇
六
〇
円
以
下 

三
、
九
三
〇
円
以
下 

一
〇
、
六
〇
三
円
以
下 

一
、
五
七
二
円
以
下 

 

一
七
、
八
四
〇
円
以
下 

 

単 
 
 

 

位 

数 

量 

期 
間 

一
平
方 

ル メ
ー
ト 

一
〇
円
以
下 

f557fd126c2c6afad712beeef5e975b8



                           
 

 
 
 

      

管
理
施
設
（
第
九
条
第
一
項
の
許
可

を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
）
及
び
集

会
所 

     

   

漕そ
う

艇
場
（
第
九
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
た
場
合
に
限

る
。
） 

   

サ
ッ
カ
ー
場
、
ラ
グ
ビ
ー
場
、

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
運

動
場
及
び
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場

（
こ
れ
ら
の
運
動
施
設
の
う

ち
、
観
覧
席
を
附
置
し
な
い

も
の
に
限
る
。
） 

サ
ッ
カ
ー
場
、
ラ
グ
ビ
ー
場
、

野
球
場
、
陸
上
競
技
場
、
運

ト
ボ
ー
ル
場
及
び
双
輪
場

（
こ
れ
ら
の
運
動
施
設
の
う

ち
、
観
覧
席
を
附
置
す
る
も

の
に
限
る
。
） 

     

一
箇
所 

   
一
箇
所 

 

一
時
間 

    

一
時
間 

   

一
時
間 

 

     

三
、
九
三
〇
円
以
下 

   

三
、
五
六
〇
円
以
下 

 

 

水
泳
競
技
場 

屋
内
運
動
場
及
び
体
育
館 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
箇
所 

一
平
方 

メ
ー
ト 

ル 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

一
二
、
二
八
〇
円
以
下 

一
、
五
七
二
円
以
下 

一
〇
、
六
〇
三
円
以
下 

二
五
、
〇
六
〇
円
以
下 

一
五
、
五
七
二
円
以
下 

四
、
四
〇
〇
円
以
下 

四
八
八
円
以
下 

三
六
円
以
下 

   

建
物
の
一
部

を
使
用
さ
せ

る
場
合 

建
物
の
全
部

を
使
用
さ
せ

る
場
合 

一
平
方
メ
ー
ト
ル 

  

一
箇
所 

一
箇
所 

一
月 

一
月 

 

 

当
該
建
物
の
全
部
を
使
用
さ
せ
る
場
合
の
使
用

料
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
建
物
の
延
べ
面
積

に
対
す
る
使
用
面
積
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額 

  

二 

路
線
価
又
は
標
準
宅
地
の
価
格
を
考
慮
し

た
知
事
が
別
に
定
め
る
額
に
千
分
の
３
・
５
を
乗

じ
て
得
た
額
当
該
建
物
の
敷
地
の
価
格
に
千
分

の
三
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額 

 

一
月 

路
線
価
又
は
標
準
宅
地
の
価
格
を
考
慮
し
て
知 

事
が
別
に
定
め
る
額
に
千
分
の
三
・
五
を
乗
じ 

て
得
た
額 

種
類 

土
地 

単 
 

 
 

 
 

 

位 

数 
 

 

量 

期
間 

施
設 

施
設 

教
養 

そ
の
他
の
運
動
施
設 

音
楽
堂
及
び
野
外
ス
テ
ー
ジ 

茶
室 

便
益
施
設
（
駐
車
場
に
限
る
。
） 

別
表
第
一
の
二
の
備
考
二
中
「
千
百
八
十
三
円
」
を
「
二
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

運
動 



   

建
物
の
一
部

を
使
用
さ
せ

る
場
合 

建
物
の
全
部

を
使
用
さ
せ

る
場
合 

一
平
方
メ
ー
ト
ル 

  

一
箇
所 

一
箇
所 

一
月 

一
月 

 

 

当
該
建
物
の
全
部
を
使
用
さ
せ
る
場
合
の
使
用

料
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
建
物
の
延
べ
面
積

に
対
す
る
使
用
面
積
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額 

  

二 

路
線
価
又
は
標
準
宅
地
の
価
格
を
考
慮
し 

 

て
知
事
が
別
に
定
め
る
額
に
千
分
の
三
・
五 

 

を
乗
じ
て
得
た
額 

 

金 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

額 

 

           

別
表
第
三
第
一
号
の
物
品
の
販
売
、
興
行
そ
の
他
の
営
業
行
為
の
項
中
「
四
円
」
を
「
八
円
」

に
改
め
、
同
表
第
四
号
の
競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の

項
中
「
三
円
」
を
「
六
円
」
に
改
め
、
同
表
第
六
号
の
広
告
物
の
表
示
の
項
中
「
一
五
、
〇
八
七

円
」
を
「
三
〇
、
一
七
四
円
」
に
、
「
五
三
五
円
」
を
「
一
、
〇
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備

考
四
中
「
百
分
の
五
・
二
八
」
を
「
百
分
の
十
・
五
六
」
に
、
「
百
分
の
二
・
六
四
」
を
「
百
分

の
五
・
二
八
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
五
中
「
百
分
の
二
・
六
四
」
を
「
百
分
の
五
・
二
八
」
に

改
め
、
同
表
の
備
考
六
中
「
千
分
の
十
・
五
六
」
を
「
千
分
の
二
十
一
・
一
二
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二 

 

号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
の
申
請
に
基
づ
く
改
正
後
の
別
表
第
二
第
一
号
の
表
に
掲
げ
る
都 

 

市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
使
用
料
の
額 

 

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

   

一 

公
有
財
産
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
当
該
建
物

の
価
格
に
千
分
の
六
を
乗
じ
て
得
た
額 

公
園 

施
設 
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